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駅パーテーション・ビニールシートを撤去！ 

社員の健康よりも見た目が大切？ 
 ５月８日から、厚生労働省は新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけ

が「２類相当」から「５類」に引き下げました。これを契機に会社は職場の

意見を聞くこともなく、感染防止対策として設置していたパーテーションと

ビニールシートを取り外しました。しかし、新型コロナウイルスの毒性が変

わったわけでもなく、変異による感染拡大の可能性は消えたわけではありま

せん。不特定多数の旅客と接する駅の窓口業務を担当する社員は感染に不安

を抱えています。パーテーションとビニールシートは感染防止策として専門

家も効果認めていました。ウイルス感染から守るバリアを外したことになり

ます。会社は、社員をウイルス感染から守るという事業者の責任を放棄した

とも言えます。社員の健康よりも見た目が大切なのでしょうか。 

３年以上のコロナ禍を経験した教訓は生かされていません。感染者が増え

た職場では勤務の操配に苦労したはずです。他会社では、要員が足りず列車

の運休を出しました。社員の感染から安全を確保することも社長の言う「安

全優先の行動」や「もっと安全！運動」ではないのでしょうか。まず、社員

が健康であってこそ安全・安定輸送の確保ができるのです。 

労働安全衛生法では、「職場における労働者の安全と健康を確保するとと

もに職場の快適な環境を形成する」目的で制定された法律です。厚生労働省

の感染症防止のチェックリストには、接客業等において、人と人が近距離で

対面することが避けられない場所は、労働者にマスクを着用させ、人と人と

の間にアクリル板、不燃性透明ビニールカーテンなどで遮蔽する項目があり

ます。 

また、経団連は「人と人とが頻繁に対面する場所は、アクリル板・透明ビ

ニールカーテンなどで遮蔽すること」としています。不特定多数の人と接す

る駅の窓口はパーテーションとビニールシートは、再設置すべきです。 


